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答  申  書 

 

 

 

 令和７年１月 29 日付け諮問第 3193 号をもって諮問された事案について、審議の結

果、下記のとおり答申する。 

 

記 

 

本件、電気通信事業法（昭和 59年法律第 86号）第 108条第１項の規定による第一種

適格電気通信事業者の指定及び同法第 110 条の３第１項の規定による第二種適格電気

通信事業者の指定については、諮問のとおり指定することが適当と認められる。 

 

以上 

別紙３ 


